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議 会 運 営 委 員 会 会 議 録  

 

 

～～～～～～～～～～～～  

日        程  

 

日  時  令和元年 5 月 8 日（水）  

    午後 2 時 00 分開会  

場  所  米子市淀江支所  第２会議室  

 

１  開   会  

２  協議事件  

⑴  議会の称呼について  

⑵  決算審査特別委員会に係る質疑の事前通告制について  

⑶  常任委員会の同時開催取り止めについて  

⑷  委員会会議録を組合ＨＰ上に公開することについて  

⑸  その他  

３  閉   会  

 

 

～～～～～～～～～～～～  

出  席  委  員  （  ３名  ）  

委員長  戸 田  隆 次  委  員  今 城  雅 子  

委  員  川 上  富 夫    

 

～～～～～～～～～～～  

欠  席  委  員  （  １名  ）  

委  員  足 田  法 行  

～～～～～～～～～～～  

出  席  議  員  （  ２名  ）  

 

議  長  渡 辺  穣 爾  副議長  柊   康 弘  
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～～～～～～～～～～～  

当  局  出  席  者  

事務局長  神 庭  千 秋  事務局次長兼総務課長  三 上   洋  

書  記  長  針 田  智 子  書   記  堀 尾  周 作  

書   記  槇 本  彰 太    

 

 

～～～～～～～～～～  

１  開       会  

(午後 2 時 00 分  開会 )  

 

 

○戸田委員長  皆さんこんにちは。今日はご苦労様でございます。それ

では座って説明させていただきますが、ただいまより、議会運営委員会

を開会いたします。  

本日は、足田委員から、欠席の届け出がありましたので、ご報告いた

します。  

まず、協議に入ります前に、村上副委員長は平成３１年４月２９日付

で任期満了となられましたので、ご報告いたします。  

本来であれば、ここで副委員長の互選を行うべきところでございます

が、委員が１名欠員となっております都合上、副委員長の互選につきま

しては、委員が定数であります５名そろった段階で、改めて行いたいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。  

 

〔「異議なし」と声あり〕  

 

○戸田委員長  ご異議がないようですので、副委員長の互選につきまし

ては、次回の議会運営委員会で行うことといたします。  

 

～～～～～～～～～～～  

２  協  議  事  件  

 

○戸田委員長  それでは、協議事件に入りたいと思います。  

日程２、協議事件について「議会の称呼について」を議題としたいと

思います。事務局から説明をお願いします。  
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〇針田書記長  はい。  

〇戸田委員長  針田書記長。  

○針田書記長  書記長の針田です。座って失礼をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。  

まず、資料の確認をお願いいたします。お手元に日程をお配りしてお

りますほか、それぞれご自宅のほうに資料１から４までをお送りしてお

ります。よろしいでしょうか。  

そういたしますと、議会の称呼についてでございますが、お手元に配

付しております資料１をご覧いただきたいと思います。  

 本年５月１日の改元による定例会、臨時会の称呼については、地方自

治法や会議規則に該当する規定がないため、先例や申し合わせを参考に

議会運営委員会などで協議をし、必要に応じて執行機関との協議を行っ

たうえで、議会においてどのような称呼にするか最終的な判断を下して

いただく必要がございます。  

 そこで、各関係市町村に照会しました結果を踏まえまして、今後は回

数を付けないこととする案１。それと、議会の招集は、１月から１２月

の間に条例で定める回数招集されることから、改元に関係なく暦年で回

数を付けることとする、という案の２の二案に絞りご提案させていただ

きます。  

 このうちいずれかの案に決定いただければと考えますので、ご協議を

よろしくお願いします。以上です。  

〇戸田委員長  ただいま事務局から説明がありました。資料１を見てい

ただきますと、案の１と案の２を示されたということでございます。で、

いずれかに決定していただけばということでございますが、委員さんの

ほうから意見を賜りたいと思います。  

○今城委員  はい。  

○戸田委員長  はい、今城委員。  

○今城委員  そうしますと、私は案の１のほうが良いかなと思っていま

す。  

○戸田委員長  川上委員さん。  

○川上委員  私も１が良いと思っています。  

○戸田委員長  今、今城委員さんと川上委員さんから、案の１というこ

とでございますが、今後は回数を付けないということで、皆さんご異議

ございませんでしょうか。案１ということでよろしゅうございますでし

ょうか。  

 

〔「はい」と声あり〕  
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○戸田委員長  ではそのように決定したいと思います。  

 次に、協議事件の「⑵決算審査特別委員会に係る質疑の事前通告制に

ついて」を議題としたいと思います。  

 事務局から説明を願います。  

〇針田書記長  はい。  

〇戸田委員長  針田書記長。  

〇針田書記長  「決算審査特別委員会に係る質疑の事前通告制について」

につきましては、前回平成３１年２月２２日の議会運営委員会におきま

してご協議いただきました案件でございます。委員の皆様に一回持ち帰

っていただいて、ご協議をお願いし、今回の議会運営委員会において決

定いただくこととなっておりました。  

 なお、現行では事前通告制を取っておりません。以上でございます。  

〇戸田委員長  はい、ただいま事務局から説明がございました。資料を

見ていただきますと、米子市、それと東部広域、中部広域連合等の事例

があるようでございます。現在は、事前通告制を行っておらないという

ことでございます。ご意見がありましたら、賜りたいと思いますが。  

○今城委員  はい。  

○戸田委員長  今城委員。  

○今城委員  委員長すいません。２のところにですね、執行部側の見解

というところで、特に答弁に支障はなかったということが記載してあり

ます。私も決算の審査特別委員会に参加させていただいておりまして、

事前通告がなかったということでも、特に答弁に支障はなかったように

思っております。答弁に支障がある、ということでしたら今後課題とし

て考えていかないといけないかなと思いますが、現状において答弁に支

障がなかったというふうに自分は思っておりますので、事前通告がなけ

れば委員会としての審査ができないということではない、というふうに

考えます。  

○戸田委員長  はい、川上委員。  

○川上委員  私も決算については、数字が出るようになっているもの、

先ほど言われましたように答弁に全く支障が出ることはないというふう

に考えております。むしろなくて普通かな、というふうには考えており

ます。  

○戸田委員長  そうしますと、今城委員さんも川上委員さんも決算審査

特別委員会に係る質疑の方法については、従来どおり事前通告なしで行

うということでございました。この内容でご異議ございませんでしょう

か。  
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〔「異議なし」と声あり〕  

 

○戸田委員長  ご異議なしと認め、そのようにさせていただきたいと思

います。じゃあよろしくお願いいたします。  

 次に、協議事件の「⑶常任委員会の同時開催取り止めについて」を議

題としたいと思います。  

 事務局から説明を願います。  

〇針田書記長  はい。  

〇戸田委員長  針田書記長。  

〇針田書記長  「常任委員会の同時開催取り止めについて」につきまし

ては、前回の議会運営委員会におきまして、今城委員から、委員会の同

時開催については、他の委員会を傍聴できない旨のご意見をいただきま

して、検討することとさせていただいたものでございます。  

 同時開催を取り止めた場合には、従前の午後２時開催では午後５時ま

でに終了しないことが想定される場合もございますことから、本会議の

開会時刻について検討を行う必要が生じることにより、午前１０時から

開会、午後１時から開会の二案を提案させていただいております。以上

でございます。  

〇戸田委員長  はい。事務局からご説明がありました。それで資料３を

見ていただきたいと思います。案１が午前１０時から開会、案２が午後

１時から開会ということでございます。  

事務局から説明がありましたが、委員の皆さま方のご意見を賜りたい

と思いますが、その前に首長さん方の日程調整等の関係で、当局側に意

見がありますれば承りたいと思いますが、当局のほうは何かご意見あり

ますか。  

〇三上事務局次長  はい。  

〇戸田委員長  三上次長。  

〇三上事務局次長  意見という形ではございませんけども、構成市町村

に対しまして、ただ今ありました１案と２案についてですね、意向の調

査といいますか、それを行っておりますので、その結果をご報告させて

いただいてもよろしゅうございますでしょうか。  

 

〔「はい」と声あり〕  

 

〇戸田委員長  よろしいでしょうか。  
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〔「いいですよ」と声あり〕  

 

〇戸田委員長  はい、どうぞ。  

〇三上事務局次長  そういたしますと案１の午前１０時から開会のとこ

ろが、１団体でございました。それから、案２の午後１時から開会、こ

ちらが４団体。それから、案１案２のどちらでもよいというご回答があ

ったのが２団体でございます。それから、あと２団体残るわけですけど

も、こちらにつきましては、「議会の運営につきましては、議会で決定を

していただけばよい」ということで、特段どちらの案にも○を付けずに

ですね、そのような意見を付して回答されたところが２団体と、いうこ

とでございました。以上でございます。  

〇戸田委員長  はい、それでは当局のほうから説明がございましたが、

それぞれの委員さんの意見を賜りたいと思いますが。  

○川上委員  はい。  

〇戸田委員長  はい、川上委員さん。  

○川上委員  聞かれたところからきますと、やはり案の２の１時からと

いうものが多かったかな、という状況だとすれば、案２のほうで進めて

もらえばというふうに思いますけど。  

○今城委員  はい、委員長。  

○戸田委員長  今城委員さん。  

○今城委員  私、提案者でありますので、あまり意見を、というふうに

は思わないんですけれども、川上委員さんがおっしゃいましたとおり、

当局の皆さまが、執行部の皆さまの調整っていうこともありますので、

案２のほうがいいかなというふうに思います。  

○戸田委員長  今、川上委員さんと今城委員さんの意見をいただきまし

たが、本会議の開会時刻につきましては、午後１時から開会するという

ことで、ご意見があったというふうに思いますがご異議ございませんで

しょうか。  

 

〔「異議なし」と声あり〕  

 

○戸田委員長  それでは案２の本会議については、午後１時から開会す

ることといたすということでございます。それで、常任委員会について

は、ずらすということですね。  

○神庭事務局長  はい、委員長。  

○戸田委員長  神庭事務局長。  

○神庭事務局長  事務局長の神庭です。座って失礼します。  
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ご提案のとおり、委員会を同時開催いたしますと、傍聴できないと。

片方ずつ委員さんが分かれておられますので、ということから、同時開

催ではなく一つずつ開催とさせていただきたいと思います。  

○戸田委員長  じゃあ確認しておきます。常任委員会については、同時

開催をせずに別途開催するということと、議会の開会時間については、

午後１時から開会するということとすると。じゃあよろしくお願いしま

す。  

○渡辺議長  委員長、ちょっといいですか。  

○戸田委員長  はい、議長。  

○渡辺議長  議運ていうのは、こういうふうに日にちを変えてやるのか、

当日かどっちになったんですかね、１時開会の場合。本会議を１時開会、

そうすると議運は別日になるのか、１２時３０分に集まるのかっていう

のは決めてありましたっけ。  

○戸田委員長  まだ決めてません。最後に決めようかと。  

○渡辺議長  最後に決める。ああ、議題にないから。  

○今城委員  「その他」ですね。  

○戸田委員長  相談させてください。  

そうしますと、議長さんからの発言はまた後程ご相談させてください。 

 あと、協議事件の「⑷委員会会議録を組合ＨＰ上に公開することにつ

いて」を議題といたしたいと思います。  

 事務局から説明をお願いします。  

○針田書記長  はい。  

○戸田委員長  はい、針田書記長。  

○針田書記長  資料４をご覧いただけますでしょうか。組合議会に係る

会議録のうち、組合ホームページへの掲載につきましては現在のところ

本会議についてのみとなっておりまして、それ以外の各委員会について

は掲載は行っておりません。  

 米子市議会では、平成３０年度分から委員会会議録のホームページの

掲載を始められていること、当該委員会は、いずれも住民の方が傍聴で

きる公開の会議であることから、圏域住民の方に対する情報公開の一環

として公開の検討をお願いするものでございます。以上です。  

○戸田委員長  ただいま事務局から委員会会議録のホームページへの掲

載についての説明がございました。委員の皆さま方からご意見を賜りた

いと思います。  

○今城委員  はい、委員長。  

○戸田委員長  今城委員さん。  
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○今城委員  はい。事務局のほうの労力の問題もあると思いますが、方

針として書いていただいているように、公開の会議ですし、皆さんへの

情報公開という意味でも、そのように掲載をしていただけるということ

でしたら大変ありがたいな、というふうに思います。  

○川上委員  はい。  

〇戸田委員長  はい、川上委員さん。  

○川上委員  当然これは公開のものですから、ただ来れない状況のなか

で皆さまに知らせるというのは当然公開、ホームページ上に載せたほう

がいいというふうに私も思います。  

○戸田委員長  それでは、お諮りいたします。  

 委員会会議録を組合ホームページ上に公開すると決定することについ

て、ご異議ございませんでしょうか。  

 

〔「異議なし」と声あり〕  

 

○戸田委員長  ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  

 次に、協議事件の「その他」でございますが、当局並びに委員の皆さ

まから何かご意見があれば賜りたいと思います。    

○戸田委員長  それでは、私のほうからよろしいでしょうか。  

 今、議長さんからご発言がありましたように、本会議の前に議長さん

並びに副議長さん、議会運営委員長、副委員長の四者で事前協議をする

という形で決めております。で、今お諮りしましたように、本会議を午

後１時から開会するとなれば、３０分前の１２時半に協議をするのか、

それとも１１時半から１２時までして、１時から臨むか、というような

考え方が出てこようかと思いますが、どのようにしたらよろしいでしょ

うか。議長さん何か案がありますか。  

○渡辺議長 いや、従います。委員会で決めたことに。  

○川上委員 いいですか。  

○戸田委員長  どうぞ、川上委員さん。  

○川上委員 事務局的には例えば１１時半とか午前中にして、休憩して

またやるという時間の食事を入れるという格好がいいのか、それともこ

ういうような形で、まったく違う時に。時間を取られるんだったら１２

時半でもいいと思いますけど。  

○戸田委員長  別日にするか、とか。  

○川上委員 別日にしてでも。  

○渡辺議長 後期高齢は別日にやってます。あれはかなり広範囲のやつ

もあるので。  
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○川上委員 確かにそうですね。  

 今までの議運の状況からみると、そんなに、打ち合わせという格好の

なかで進める段取りだけ、ということになれば、昼からでも３０分早く、

ということでもよければいいのかなと。  

○戸田委員長  １２時半からで。  

○今城委員  はい。  

○戸田委員長  今城委員さん、どうぞ。  

○今城委員 私は議員の立場ですので、招集された時間に来させていた

だくということは当然のことだと思っていますので、この時間帯につい

てはどの時間でなければ、とは思わないんですけども、事務局の皆さん

は、休憩の取りようのこともありますので、一番大事なのは我々は従う

時間がありませんが、皆さん方の休憩の時間の取り方とかっていうとこ

ろに支障があるようでしたら、例えば１１時半でも私たちは構いません

し、それが１１時でも構いませんし、事務局の皆さんのご迷惑にならな

いような形がいいかな、というふうに思います。  

○神庭事務局長  はい。  

○戸田委員長  神庭事務局長。  

○神庭事務局長  事務局といたしましては、委員会でお決めいただきま

すと、どちらの方法でも対応させていただけると思っております。  

○今城委員 そうですか、なるほど。  

○川上委員 委員長どうですか。  

○戸田委員長  委員長が発言してもいいですかいね。私は議長さんも副

議長さん、境港の議長さんも公職で忙しいですので、できれば１２時半

に委員会させていただいて、それから本会議に臨むというのがいいので

はないかなあと。１１時半からなると１０時半ごろから拘束するという

ことになりますので、そのほうが私はいいんじゃないかなあと。まあ、

事務局に対しては早めに昼食をとっていただくような調整を図っていた

だければと思いますが。  

 じゃあ、３０分前、１２時半からそういう委員会調整を図っていくん

だというようなスタンスでよろしいでしょうか。  

 

〔「はい」と声あり〕  

 

○戸田委員長 そのほか、何か議題がありましたら。  

○渡辺議長 ちょっとくだらんこと聞いてもいいですか。事務局がおら

れるんで。  

 さっき、議会の名前を「令和元年」にという話だったんですけど、僕
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も連休中に二つ、私がやらないけん団体の総会やったんですよね。５月

の２日と５日にやった。総会資料見ますと、もう５月からですんでこれ、

「令和元年」って出したら、ある役所系のやつから、「これ、おかしいだ

ろう」と。３末で切っとるけん、４月は平成３１年度、で５月から令和

元年度、だからこれは「３１年度」って書かないけんっていうのと、令

和元年とひと月ありますが。３末で切れるんで、４月は３１年度、５月

は令和元年度。でちょっともめたんですよ。そういう難しい解釈で。「ま

あええがな、令和元年だがな、ほとんどが」って通したけど、実際、役

所の事務ってどんなふうにするんですか。どうされるんですか。令和元

年度と平成３１年度が混在するのか、４月はなかったことにして全部令

和元年度なのか。今度決算とか出てきますわね。来年の決算とか、予算

はもう３１年度予算で終わってますけど、これは読み替えをするんでし

ょうけど。決算なんかは、どういう資料になるんですか。聞いてみたい

です。  

〇三上事務局次長  はい。  

○戸田委員長 はい、三上次長。  

〇三上事務局次長  すいません、私もちょっと不勉強なところがあるん

ですけども、基本的には出されるタイミングって言いますか、出される

日付じゃなかったかな、という理解をしておりまして、５月１日付で改

元をされてますから、５月１日以降に出されるものについては、「令和元

年」という形で出してしまっても問題はないと、いうふうに総務省のほ

うが確かそういう整理をしておったと思います。ただ、厳密にいうと例

えば４月からの話でいきますと、時系列的に捉えると４月１日から、な

んていうんですかね、時期を示すことになると平成３１年４月１日から、

例えば令和元年５月２日まで、とかっていう言い方になるのかもしれま

せんけども、基本的にはその出される、４月中のものは平成でいける。

で、５月、令和に入ってからのものは令和で出せば。  

○渡辺議長 ということは３１年度予算で通したんだけん、決算は３１

年度予算決算、っていうこと。  

〇三上事務局次長  それは読み替えになります。  

○渡辺議長 それは令和元年度。  

〇三上事務局次長  令和元年度に読み替えになるということです。  

○渡辺議長 ちょっとすいません、そこでもめたんですよ。でどうなの

って、どれが本当なのって。  

○神庭事務局長  会計年度のことをご説明したいと思います。  

○針田書記長  はい。  

○戸田委員長  はい、針田書記長。  
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○針田書記長  はい、会計年度につきましては、平成３１年４月１日か

ら令和２年３月３１日までを４月中は「平成３１年度」と称しておりま

したが、５月１日からこれを「令和元年度」と称す、というふうに国が

方針を決定されまして、米子市もそういう決定をされまして、西部広域

としても国にならって、平成３１年４月１日からの会計年度はすべて「令

和元年度」と称す、ということにいたしております。  

○渡辺議長 ということは何も断らなくても、３１年度予算で通したけ

ど、決算は令和元年度決算でいいってことですね。  

○針田書記長  そのとおりです。  

○渡辺議長 わかりました。ちょっとだけもめたんですよ。５月の頭に。

「これはおかしい」とか「おかしくない」っていうのがおって。聞いて

みたかった。  

○川上委員 あります。私のところも。  

○戸田委員長  ほかにありませんか。副議長さんは何か。  

○柊副議長 特にございません。  

○戸田委員長 それでは意見がないようですので、議会…はい、三上次長。 

〇三上事務局次長  すいません、ご確認をお願いできたらと思います。  

 先ほど議運の時間を、１２時３０分からということでございましたけ

ども、事前打ち合わせというのも、同じ日にやるような話になっていた

と思いますけども、そちらのほうは１２時に事前打ち合わせ、議運の委

員長さん副委員長さん、それから議長さん副議長さんにお集まりいただ

いて、事前打ち合わせをさせていただいて、その終了後、１２時３０分

から議会運営委員会を開かせていただいて、１時から本会議と。いう日

程でよろしゅうございますでしょうか。  

○戸田委員長 という考え方でございますよ。  

〇三上事務局次長  ありがとうございます。  

○戸田委員長 必然的にそうなります。  

 ほかにありませんか。  

 

～～～～～～～～～～～  

３  閉    会  

 

○戸田委員長 それではないようですので、以上で議会運営委員会を閉会

いたします。今日はご苦労さんでした。  

 

午後 2 時 22 分閉会 
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鳥取県西部広域行政管理組合議会委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。  

 

 

 

議会運営委員長   戸田隆次  

 


